
男⼥共同参画の視点からの
防災・災害対応

〜地⽅公共団体の取組促進のために〜

令和５年１⽉
内閣府男⼥共同参画局総務課

資料２



【男性と⼥性で異なる災害時の⽀援ニーズ】

なぜ「防災・復興」に⼥性の視点が必要か︖
【東⽇本⼤震災時に⼥性が抱えた困難の声】

• 市の窓⼝に⼥の⼈は滅多にいなかった。男
性が配ったり、周りに男性がたくさんいる
中で⽀援物資の⽣理⽤品を受け取りに⾏く
のが恥ずかしかった （10代⼥性）

• 避難所で、夜になると男の⼈が⽑布の中に
⼊ってくる。・・・周りの⼥性も「若いか
ら仕⽅ないね」と⾒て⾒ぬふりをして助け
てくれない （20代⼥性）

• DVで離婚調停中の夫が避難所に探しに来て、
気持ちが落ち着かなかった。

• 避難所の中で、⼥性や⽴場の弱い⼈々が要
望を出したり、発⾔するのは難しい
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令和2年12⽉ 第５次男⼥共同参画基本計画の策定

令和3年5⽉ 「災害対応⼒を強化する⼥性の視点」実践的学習プログラム公表

中央防災会議

緊急及び⾮常災害対策本部事務局幹事予定者、特定災害本部本部員予定者に、
内閣府男⼥共同参画局⻑を追加

6⽉ 男⼥共同参画・防災担当⼤⾂の連名によるメッセージの公表

7⽉ 災害時における男⼥共同参画センター等の相互⽀援ネットワーク運⽤
熱海市現地災害対策本部に男⼥局の職員を派遣

11⽉ 「ぼうさいこくたい」にて「集まれ︕防災⼥性職員とその応援団」

令和4年３⽉ ⼥性が⼒を発揮するこれからの地域防災〜ノウハウ・活動事例集〜

５⽉ ガイドラインに基づく地⽅公共団体の取組状況調査 公表

10⽉ 「ぼうさいこくたい」にて「集まれ︕防災⼥性職員とその応援団 第2弾」

最近の動き

• 委員（閣僚を除く）に占める⼥性の割合を11％から33％に拡⼤
• 防災基本計画の修正にて、①地⽅防災会議への⼥性の参画拡⼤、②災害時の性暴⼒・

ＤＶ防⽌に係る取組を追加
• 中央防災会議幹事会に男⼥共同参画局⻑、主事会に男⼥共同参画局総務課⻑を追加
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■ ⽬的
内閣府は「第５次男⼥共同参画基本計画」において、『「災害対応⼒を強化

する⼥性の視点〜男⼥共同参画の視点から防災・復興ガイドライン〜」（以下、
ガイドラインという）の活⽤徹底と、ガイドラインに基づく地⽅公共団体の取
組状況をフォローアップし、「⾒える化」する』ことを掲げている。

そこで、ガイドラインの内容に基づく地⽅公共団体の男⼥共同参画の視点か
らの防災・復興に係る取組状況の把握（令和3年１⽉１⽇〜12⽉31⽇）ととも
に、好事例の収集及び今後の取組促進に向けた課題の抽出を⽬的とした調査を
実施した。
フォローアップ調査は今後毎年度実施する予定。

■ 調査対象
47都道府県、20政令市及び1,721市区町村（令和３年12⽉31⽇現在）

（注）政令市を除く市区町村の情報については各都道府県を通じて把握。

■ 調査対象期間
令和３年12⽉31⽇時点におけるこれまでの取組

（⼀部、令和３年１⽉１⽇から12⽉31⽇までの取組）

詳細︓
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/chousa_r03.html

ガイドラインに基づく地⽅公共団体の取組状況調査
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市区町村
数

⼥性職員ゼロ
の⾃治体数※

⼥性職員ゼロ
の割合（％）

東京都 62 17 27.4
静岡県 35 11 31.4
⼤阪府 43 15 34.9
福井県 17 7 41.2
神奈川県 33 14 42.4
埼⽟県 63 28 44.4
愛知県 54 26 48.1
三重県 29 15 51.7
⻘森県 40 21 52.5
滋賀県 19 10 52.6
⼭⼝県 19 10 52.6
⾼知県 34 18 52.9
徳島県 24 13 54.2
福岡県 60 33 55.0
広島県 23 13 56.5
新潟県 30 17 56.7
兵庫県 41 24 58.5
福島県 59 35 59.3
北海道 179 110 61.5
京都府 26 16 61.5
熊本県 45 28 62.2
千葉県 54 34 63.0
和歌⼭県 30 19 63.3
奈良県 39 25 64.1
佐賀県 20 13 65.0
宮城県 35 23 65.7
⿅児島県 43 29 67.4
岐⾩県 42 29 69.0
⾹川県 17 12 70.6

市区町村
数

⼥性職員ゼロ
の⾃治体数※

⼥性職員ゼロ
の割合（％）

秋⽥県 25 18 72.0
⽯川県 19 14 73.7
⿃取県 19 14 73.7
⼭梨県 27 20 74.1
岡⼭県 27 20 74.1
⼭形県 35 26 74.3
群⾺県 35 26 74.3
愛媛県 20 15 75.0
茨城県 44 34 77.3
⼤分県 18 14 77.8
沖縄県 41 32 78.0
島根県 19 15 78.9
栃⽊県 25 20 80.0
宮崎県 26 21 80.8
⻑崎県 21 17 81.0
岩⼿県 33 27 81.8
富⼭県 15 13 86.7
⻑野県 77 67 87.0

合計 1741 1078 61.9

市区町村の防災・危機管理部局の⼥性職員
防災・危機管理部局に⼥性職員がいない市区町村数（政令市を含む1741市区町村）

※庁内の防災・危機管理部局の総職員数を
０と回答した17⾃治体を除く

１名以上
646
(37%)

⼥性職員ゼロ
1078
(62%)

防災部局職員ゼ
ロ
17
(1%)
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市区町村における常備備蓄の状況
（政令市を除く）市区町村の防災・危機管理部局の⼥性職員の割合と常備備蓄の割合の⽐率

（％）
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妊産婦⽤品

乳幼児⽤品

介護⽤品

共通

外国⼈
（⼥性）⽤品

若者（⼥性）
⽤品

73.4

6.8

2.0

4.9

19.0

9.0

2.8

0.6

0.5

0.5

67.8

6.4

8.3

49.0

13.5

13.0

26.6

62.8

23.4

67.3

14.0

17.9

34.3

73.7

2.6

1.0

18.6

0.2

14.6

89.1

79.6

81.3

5.9

2.5

8.4

16.9

13.3

4.1

0.9

0.9

0.9

72.4

6.8

10.3

61.2

17.8

15.1

29.7

71.4

27.8

76.0

18.5

22.2

44.0

79.4

6.2

0.5

25.4

0.0

19.4

92.7

83.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

⽣理⽤ナプキン
おりものシート

サニタリーショーツ
防犯ブザー／ホイッスル

中⾝が⾒えないゴミ袋
⼥性⽤下着（各種サイズ）

若者・⼥児⽤下着
妊産婦⽤下着
妊産婦⽤⾐類

⺟乳パッド
粉ミルク

枕やクッション
乳幼児飲料

哺乳瓶・⼈⼯乳⾸
湯沸かし器具

離乳⾷
⽫／スプーン

乳児⽤紙おむつ
おしりふき

⼤⼈⽤紙おむつ
尿取りパッド

おしりふき
介護職

簡易トイレ
防犯ブザー／ナースコール

義⻭洗浄剤
スプーン／フォーク

ストール
宗教に配慮した⾷べ物

間仕切り
寝具（段ボールベッド）

⼥性職員ゼロ 女性職員割合10％以上
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都道府県・市町村の防災・危機管理担当部局、男⼥共同参画担当部局が、⼥性の視点からの
災害対応を進める際に参照できるよう、基本的な考え⽅、平常時の備え、初動段階、避難
⽣活、復旧・復興の各段階において取り組むべき事項を⽰すもの。
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/pdf/guidelene_01.pdf

PDFはこちら→

災害対応⼒を強化する⼥性の視点
〜男⼥共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン〜 （令和２年５⽉）
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段階ごとに取り組むべき事項【平常時の備え】
2 地⽅防災会議

□地⽅防災会議の⼥性委員の割合を
３割以上とすることを⽬指す。

□⼥性委員がゼロの場合は、早期に
⼥性委員を登⽤する。

□⼤学教員、医療・福祉関係の専⾨
家（保健師、助産師、看護師、保
育⼠、介護⼠等）、⺠⽣委員等の
⼥性を委員に登⽤する。

３ 地域防災計画の作成・修正

□地域防災計画に男⼥共同参画部局
や男⼥共同参画センターの役割を
位置づける。

宮城県仙台市の地域防災計画の記載例

【地震・津波災害対策編】 第 1 章 ⾃助・共助／第 9 節
広聴相談を利⽤する

【共通編】 第 1 部 総則 第 1 章 計画の考え⽅ 第 3 節
基本理念及び基本⽅針

仙台市 地域防災計画 「基本⽅針」

仙台市 地域防災計画「男⼥共同参画センターの役割」

8



１５ 「災害対策本部」 の取組ポイント

□ 災害対策本部の構成員に、⼥性
職員を配置する。

□ 男⼥共同参画担当部局を所管す
る構成員は、ガイドラインに盛
り込まれている事項への対応に
ついて、本部に情報提供・問題
提起する。

□ 災害対策本部の下部組織には、
必ず、男⼥共同参画担当部局や
男⼥共同参画センターの職員を
配置する。

段階ごとに取り組むべき事項【初動段階】

94%

6%
県

男性

⼥性
96%

4%
市町村

内閣府男⼥共同参画局調べ（平成29年５⽉）

【参考】熊本地震の災害対策本部における男⼥⽐
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段階ごとに取り組むべき事項【避難⽣活】

２０ 「避難所の環境整備」 の取組ポイント

□ プライバシーの⼗分に確保された間
仕切りにより、世帯ごとのエリアを
設ける。

□ トイレ・物⼲し場・更⾐室・休養ス
ペース・⼊浴設備は、男⼥別に設け
る。 授乳室を設ける。

□ ⼥性⽤品の配布場所を設ける。

間仕切り＆段ボールベッドの例

更⾐室・授乳室
（ドーム型）

⼥性専⽤物⼲し場

19 「避難所の開設・運営」 の取組ポイント

□ 管理責任者に、⼥性と男性の両⽅
を配置する。

□ 「避難所チェックシート」を活⽤
し、巡回指導を⾏う。
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セッション2のスライドより抜粋

「災害対応⼒を強化する⼥性の視点」実践的学習プログラム
（令和3年5⽉）

ガイドラインの内容に基づき、⾃治体職員の皆様が、
災害の各段階において⼥性の視点から取り組むべきポイ
ントや事例を学び、実践していただくことを⽬的として
います。
印刷・投影⽤スライド教材のほか、YouTube動画
（https://youtube.com/playlist?list=PLwXND8_Qn55
qWD5nkHjuNP9J03b2E3JrV）もあり、研修や 勉強
会、防災・男⼥共同参画関連のイベント等、様々な機会
に活⽤できます︕

プログラム構成 タイトル

セッション１
（約30分）

座学
（動画あり）

防災になぜ男⼥共同参画の
視点が必要か

セッション２
（約50分）

座学
（動画あり）

災害対応⼒を強化する⼥性
の視点

セッション３
（約75分）

ワーク
ショップ

男⼥共同参画の視点から防
災の取組を実践する

＋⾃治体・男⼥共同参画センター・市⺠団体の取組事例集あり

資料のダウンロードはこちら
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/program/
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地域で⼥性が防災活動するにあたっての課題、地⽅公共団体及び⾃治会・⾃主防災組
織等の先進的な取組について調査・分析し、⼥性の防災リーダーが地域で活躍するた
めのノウハウと事例をとりまとめました。
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/knowhow/ → PDFは

こちら

⼥性が⼒を発揮するこれからの地域防災
〜ノウハウ・活動事例集〜 （令和4年3⽉）
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今後の男女共同参画局による取組について

• ガイドラインに基づく地⽅公共団体の取組状況フォロー
アップ調査（年度内実施）

• 防災分野における⼥性の参画促進のための地⽅公共団体の
好事例をとりまとめた資料集を作成

• 災害対応に関わる⼥性職員（地⽅公共団体の防災・危機管
理、男⼥共同参画、福祉担当等）のつながり強化（通年）

• 地⽅公共団体の防災危機管理部局及び男⼥共同参画部局の
職員を対象とした男⼥共同参画の視点からの防災・災害対
応に関するテーマ別オンライン研修（２⽉）
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防災分野における⼥性の参画促進に関する
地⽅公共団体職員向け研修

■対象︓全国の地⽅公共団体の職員(男⼥共同参画、防災・危機管理に関わる部局等)
■⽅法︓オンライン（Zoomウェビナー形式、参加費無料）
■⽇時︓テーマ① ２⽉２⽇(⽊)10〜12時「⼥性の意⾒を吸い上げる体制づくり」

テーマ② ２⽉14⽇(⽕)10〜12時「男⼥共同参画の視点からの計画の改定や取組」
テーマ③ ２⽉20⽇(⽉)13〜15時「職員研修による⼥性の参画促進」

■申込締切︓①1⽉27⽇(⾦) 17時、②2⽉7⽇(⾦)17時、③2⽉16⽇(⽊)17時
■申込⽅法︓下記申込フォームよりお申込みください。(詳細は内閣府からの事務連絡 参照)

https://forms.gle/n1k6gk6p1eQqQsd67 14

時間（分） 内容
10 開会

60

内閣府による説明 テーマに関する現状や取組の必要性につい
て 説明

コーディネーターによる講義 テーマに関する話題提供

地⽅公共団体からの事例紹介 ２〜３⾃治体による事例紹介

10 休憩

30 質疑応答 コーディネーターと登壇者を中⼼に質問に
関する回答・意⾒交換

5 コーディネーターによるまとめ
5 閉会



本⽇ご紹介したガイドラインや
各種研修資料は内閣府男⼥共同参画局の
HPからダウンロード※できます。
ぜひ、チェックしてみてください。

御清聴ありがとうございました。

※内閣府男⼥共同参画局HP
「災害対応⼒を強化する⼥性の視点」
（https://www.gender.go.jp/policy/saigai/）
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